
令和８年６月２日（火）

令和８年度 第1回 建物の維持保全セミナー

マンション改修設計コンサルタントの役割

～ 長期修繕計画作成と運用のポイント ～

MCAのご紹介

1

関西支部

東京本部

九州支部

中部支部

北海道地域

東北地域

中国地域

【一般社団法人全国マンション改修設計コンサルタント協会】
（以下MCAと表記します）は主に全国の分譲マンションの大規模
修繕工事の改修設計コンサルティングに携わる建築設計事務所が
集まった団体です

2026年4月時点で
正会員・準会員（建築設計事務所）数は31社
技術協力会員（材料製造会社など）数は21社となっています
★施工会社は入会できません
≪九州支部≫
■正会員・準会員数・・・9社
■技術協力会員は14社

業界全体の今後を担う組織の一つであるという
自負のもと適切なマンション再生を実現できる様
日々活動を続けております

沖縄支部
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MCAの体制
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MCAの取組
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～ 長期修繕計画とは ～

分譲マンションは、専有部分と共用部分で構成されています。

共用部分については、区分所有者全員で団体（管理組合）を構成し、管理
を行うことになります。

マンション等の建築物やそれに付帯する設備は、経年により劣化していき
ます。

快適な住環境や資産価値を維持するためには、適時適切に修繕工事等を
行う必要があります。

長期修繕計画は、将来予想される修繕工事等を計画し、それに必要な費
用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。

長期修繕計画作成の目標

5

次に掲げる事項を目標とした長期修繕計画を作成し、

これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。

① 将来予想される修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算
の費用等を明確にする。

② 計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明
確にする。

③ 修繕及び改修工事に関する長期修繕計画について、あらかじめ

合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。
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長期修繕計画作成の前提条件（その１）
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① 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同水準に維持、
回復させる修繕工事を基本とする。

② 区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を新しいマ
ンションと同等まで向上させる改修工事を設定する。

③ 計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を

適切に実施する。

④ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、そ
の結果に基づいて判断する。

長期修繕計画作成の前提条件（その２）
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長期修繕計画は、作成時点から、計画期間中の推定修繕工事の内容、時
期、概算費用等に関しての計画を定めるものです。

推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出方法等については以下
の通りです。

① 新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による

請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。

② 既存マンションの場合、保管されている設計図書等のほか、

修繕等の履歴、劣化状況調査の診断結果等に基づいて行う。
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長期修繕計画作成の前提条件（その３）
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長期修繕計画は次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の
内容、時期、費用等を確定するものではありません。

また、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。

① 推定修繕工事の内容は、新築マンションの場合は現状の仕様により、
既存マンションの場合は現状又は見直し時点での一般的な仕様により
設定するが、大規模修繕工事の実施時には技術開発の進展により長
期修繕計画策定時に採用した仕様と異なることがある。

② 時期（周期）は、おおよその目安であり、立地条件・使用状況等により異
なることがある。

③ 収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、建設工事物
価（材料費・人件費等）及び消費税率変動など不確定な要素がある。

見直しの時期

9

５年程度ごとに調査、診断を行
い、その結果に基づいて

見直しを行うことが推奨されて
います。

見直しには一定の時間を要す
ることから、計画的に行う

必要があります。

また、計画の見直しに合わせて修繕積立金の額も見直す必要があります。

修繕積立金の積立方式には、均等積立方式と段階増額積立方式があり
ます。

ガイドラインにおいては均等積立方式が基本とされています。

積立金設定額の増加幅を抑えるために、段階増額積立方式とされることも
多く見られますが計画通り増額するのは難しいのが現状です。
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～ 長期修繕計画の作成手順 ～

長期修繕計画の構成

11

長期修繕計画の構成は、次に掲げる項目を基本とします。

① マンションの建物・設備の概要

② 調査・診断の概要

③ 長期修繕計画の作成、修繕積立金の額の設定の考え方

④ 長期修繕計画の内容

⇒計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、修繕周期の設定、推
定修繕工事費の算定、収支計画の検討

⑤ 修繕積立金の額の設定
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建物・設備・外構の現状を把握する
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住民アンケート・現地調査などを行います。劣化状況の把握やアンケート集
計結果から改善・改良工事の把握をします。特に設備配管類は材料に応じ
て配管内部の状況を確認することが大切です。

●●マンション

計画期間の設定

13

計画期間は、３０年以上でかつ大規模修繕工事が２回以上含まれている
期間以上とします。

※大規模修繕工事の周期の目安は１２年～１５年程度

推定修繕工事費の算出に必要な数量は、必ずしも詳細に算出する必要は
なく、竣工設計図書・修繕履歴等を参考にして、計画立案用に概算の数量
を算出することもあります。

推定修繕工事費とは長期修繕計画用に算出した概算の数量に、

調査データや実績等を基にした単価を乗じて算定した

概算の工事費となり、大規模修繕工事の見積費用ではありません。
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修繕・改修が必要な部位を検討する

14

建物・設備・外構など、敷地内全てに関して、今後、修繕・改修が

必要な部位を全て洗い出します。

修繕項目・対象部位・工事
区分を設定

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより

修繕・改修の仕様を検討する

15

修繕・改修が必要な部位の工事方法や仕様を検討します。

3.床防水、4.外壁塗装等に
ついて記載した例

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより
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修繕・改修の周期を検討する
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部位・仕様ごとに修繕・改修の周期を検討します。

各修繕・改修工事の相互関係により見直しを行い、周期を決定します。

劣化状況や経済性等を考
慮し、周期を設定

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより

修繕・改修の費用を算出する
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各修繕・改修工事の概算費用を算出します。

単価は最近の実績や刊行物、メーカー見積等を参考に算出します。

物価変動については計画書
見直し時に再検討

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより
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修繕積立金とのバランスを確認する（総括表）

18

推定修繕工事費が確定したら、修繕積立金との収支バランスを確認し、修
繕積立金設定額の見直しを検討します。

年度別収入

年度別支出

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより

修繕積立金とのバランスを確認する（グラフ）
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推定修繕工事費が修繕積立金を上回っている場合
一時金徴収や借入等が必要になります

推定修繕工事費に応じ
て、修繕積立金のプラ
ンを提案する

修繕積立金累計と推定修繕工事費累計の関係を視覚的に確認します。
高経年マンションの場合、建替えまでにあと何回の大規模修繕工事が必要
かを考慮した計画の検討が重要です。

国土交通省 長期修繕計画作成ガイドラインより
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～ 長期修繕計画の運用 ～

修繕積立金額の設定について（その１）

21

マンションの分譲時に分譲業者が長期修繕計画と修繕積立金の額を購入
者へ提示していますが、修繕積立金の当初設定月額については

低く設定される例も見られ、必要な修繕積立金が十分に積み立てられず、
修繕工事費が不足する事例も生じています。

管理適正評価制度登録マンションにおける積立金の額について

2023年8月15・25日合併『マンション管理新聞』より抜粋
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修繕積立金額の設定について（その２）

22

以下に専有面積当たりの修繕積立金の平均額を示す表を記します。

ご自身の部屋の床面積と下表から修繕積立金額を算出し、実際の修繕積
立金額と比較してください。著しく低い場合は見直しが必要です。

国土交通省『マンションの修繕積立金に関するガイドライン（令和6年6月改訂版）』より抜粋

修繕積立金額の設定について（その3）

23

機械式駐車場が有る場合の加算額。

＝機械式駐車場の１台あたり月額の修繕工事費（下表）×台数 ÷マンションの総専有床面積（㎡）

国土交通省『マンションの修繕積立金に関するガイドライン（令和6年6月改訂版）』より抜粋

※駐車場の維持管理・修繕工事費や駐車場使用料について、
管理費や修繕積立金と区分して経理している場合など、
機械式駐車場の修繕工事費を駐車場使用料収入で賄うこととする場合には、
「機械式駐車場がある場合の加算額」を加算する必要はありません。
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長期修繕計画・マンション管理適正評価制度の各要件への準拠状況

24

2023年8月15・25日合併『マンション管理新聞』より抜粋

長期修繕計画の推定修繕工事項目

25

①仮設工事
②屋根防水
③床防水
④外壁塗装等
⑤鉄部塗装等
⑥建具・金物等
⑦共用内部
⑧給水設備
⑨排水設備
⑩ガス設備
⑪空調・換気設備
⑫電灯設備等
⑬情報・通信設備
⑭消防用設備
⑮昇降機設備
⑯立体駐車場設備
⑰外構・附属施設
⑱調査・診断、設計、工事監理等費用
⑲長期修繕計画作成費用
※諸経費

以上19項目＋1項目（※）合計20項目ともいえます。 （上記以外の各マンション特有の工事項目も忘れないようにしましょう！）
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長期修繕計画の周知と保管

26

① 長期修繕計画の周知

管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当
たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有
者に説明するとともに、長期修繕計画の有効化及び修繕積立金の額の
設定について総会で決議する事が必要です。

また、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画を区分所有者に配布
するなど、十分な周知を行うことが必要です。

② 長期修繕計画の保管、閲覧

管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から
求めがあれば閲覧できるように保管します。

③ 長期修繕計画の開示

管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示すること
が重要です。

長期修繕計画の作成・運用に関する補足（その１）
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長期修繕計画を作成する主体は管理組合ですが、作成に関しては
以下のような専門家に依頼するのが一般的です。

①建築士

②マンション管理士

③管理会社

④マンション内の建築士・マンション管理士等（自主製作）

等
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長期修繕計画の作成・運用に関する補足（その２）
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新しく作成された長期修繕計画については、作成者による

住民説明会を行い、区分所有者の合意形成を図りましょう。

作成された長期修繕計画内容に疑義が生じ、作成者の説明だけで
は納得できない場合は、その妥当性の確認のために第三者（作成
者以外の専門家やマンション管理センター等）に内容のチェックを

依頼することも必要です。

長期修繕計画の作成・運用に関する補足（その３）

29

長期修繕計画書は、作成しただけではあまり意味がありません。

長期修繕計画書に示される修繕工事を適切に履行していくことで、
その価値が発揮されるものです。

また、前提条件2-②で示した通り、計画修繕工事の実施の要否、

内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて修繕

積立金の無駄遣いにならないよう、運用していくことが肝要です。

長期修繕計画書を有効に活用することが、長期に皆さんの

マンションを快適に維持していく秘訣です。
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最後に

MCAでは今後も適切なマンション改修工事の実現に向けて

活動を続けてまいりますので、どうかご期待下さい。

ご静聴頂きまして ありがとうございました。
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